
 

資料 3 

茨城県地域年金事業運営調整会議 設置要綱 

 

（目的） 

第１条 地域に根ざした公的年金制度の啓発・普及を目的とした「地域における年金運 

営の展開に関する事業」（以下「地域年金展開事業」という。）を効果的に推進し、

地域・教育・企業の中で公的年金制度に対する理解をより深め、国民一人ひとりの

ご理解を得ることにより、世代・年齢、地域・職域を越えた社会連帯を図るととも

に、支援のネットワークを構築するため、茨城県地域年金事業運営調整会議（以下

「調整会議」という。）を設置する。 

 

（所管事項） 

第２条 調整会議は次の事項を所管する。 

（１）各年金事務所が実施する地域年金展開事業の事業計画の策定・推進に関する情

報共有 

（２）各年金事務所が実施する地域年金展開事業に対する意見・助言 

（３）その他、地域年金展開事業の推進に必要と認められる事項 

 

（委員の構成） 

第３条 調整会議の構成員（以下「委員」という。）は別添のとおりとし、茨城県代表

年金事務所長（以下、「代表年金事務所長」という。）が委嘱する。 

２ 委員の任期は２年とし、翌年度の３月３１日とする。ただし再任を妨げない。 

３ 欠員によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長） 

第４条 調整会議に委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代 

理する。 

 

（会議） 

第５条 調整会議は、委員長が参集を求めて開催し、委員長がその議長となる。 

２ 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらか 

じめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。 

３ 委員長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（委員の調整会議出席謝金及び旅費） 

第６条 委員の調整会議出席謝金及び旅費については、日本年金機構の支払基準に基づ 

き支給する。 



 

（事務局） 

第７条 調整会議の庶務を処理するため、事務局を水戸北年金事務所総務調整課に置く。 

 

（その他） 

第８条 調整会議は、原則として公開により開催することとする。ただし、特定の個人

情報を取り扱う場合や、公開により率直な意見交換が困難となる場合など、特に非

公開とする旨の申し合わせを行った場合には、非公開とすることができるものとす

る。 

２ その他調整会議の運営に関し必要な事項は、代表年金事務所長が定める。 

 

 附則 

１ この要綱は、平成２５年１月４日から施行する。 

２ この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第５条第１項の規定に関わらず、

代表年金事務所長が参集を求めて開催する。 

 

 

改正経過 

平成２５年８月２９日 別添を改正 

平成２８年８月２日 別添を改正 

平成２９年８月８日 別添を改正 

令和４年８月３日 別添を改正 



 

 

茨城県地域年金事業運営調整会議委員 

 

茨城県代表年金事務所長は、関係機関（団体）に対して委員の推薦を依頼するなど、

適任と認められる者を選定のうえ委嘱する。 

 

（１） 学識経験者 

（２） 茨城県教育委員会が推薦する者 

（３） 茨城県都市国民年金協議会が推薦する者 

（４）  茨城県町村会が推薦する者 

（５） 茨城県商工会連合会が推薦する者 

（６） 茨城県社会保険労務士会が推薦する者 

（７） 全国健康保険協会茨城支部が推薦する者 

（８） 一般財団法人茨城県社会保険協会が推薦する者 

（９） 全国国民年金基金茨城支部が推薦する者 

（10） 茨城県社会保険委員会連合会が推薦する者 

（11） 茨城県年金受給者協会連合会が推薦する者 

（12） 厚生労働省関東信越厚生局が推薦する者 

（13） その他代表年金事務所長が適当と認める者 

（別添） 


